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１．はじめに
【中川】それでは第 2分科会を開始させていただきま
す。第 2分科会では，「グローバルに信頼され愛され
るブランドを育てる・守る」というテーマのもとで，
ブランド戦略の地域性と中国での模倣対策にスポッ
トライトを当ててお話をいただくことにいたします。
コーディネーターを務めさせていただく中川です。よ
ろしくお願いいたします。
　この第 2分科会では次のように進めさせていただき
ます。前半はダイキン工業株式会社法務・知的財産部
（現：法務・コンプライアンス・知財センター）の弁
理士松本宗久先生から，中国という地域にスポットを
当てて，中国の模倣対策についてお話をいただきます。
後半は，第 1部でもご講演をいただきました，松下電
器産業株式会社のブランドマネジメント室の弁理士西
野吉徳先生から，第 1部のお話を踏まえて，ブランド
戦略の地域性ということについてお話をいただくとい
うことにいたします。最後に皆さんからご質問も頂戴
しながら，お 2人の先生方からご回答も頂戴するとい
うことで質疑応答の時間も設けております。
　では，前半の中国の模倣対策についてお話をいただ
くことにいたします。講師の松本宗久先生は，平成 3

年に大阪府立大学大学院工学研究科を修了されまし
て，ダイキン工業株式会社にご入社，法務・知的財産
部に所属され，1999年から中国模倣対策ワーキング
グループのリーダーを務められております。中国にも
毎年お出掛けになられて，主務官庁と折衝をしておら
れます。
1 − 1．中国の商標審査制度

　松本先生のお話に先立ちまして，その内容をわかり
やすくするために私のほうから，中国の商標制度の概
要について 2点，簡単にご説明をいたします。
　まず中国の商標の出願の審査や管理を行う主務官庁
についてご説明をいたします。中国の国会にあたるの
は全国人民代表大会（全人代）です。この全人代に国

務院が所属します。これは日本の内閣に該当する役所
です。この国務院が直轄する 1つの官庁として，国家
工商行政管理総局という中国最大の行政機関がありま
す。所属する所員は 70万人，商標のスタッフは 6,000

名を数えます。中国全般における企業の管理，その企
業の事業活動に関する政策を決定し，加えて地方に所
属する工商行政管理局（AIC）の監督を行う役所です。
　この国家工商行政管理総局の中には 3つの組織，官
庁があります。商標に関係する役所は 2つです。1つ
は商標局，これは 500名の所員，それから商標審査に
携わる審査官 120名が所属をしています。中国の商標
出願は，昨年 70万件をクリアして，世界でもダント
ツの 1位です。もちろん単区分の出願という特殊な制
度ということもありますが，第 2位のアメリカが 24

万件，第 3位のわが国は多区分ではありますけれども
12万件です。中国の商標に対する中国国内の方，そ
れから海外企業の関心というのが，この出願件数にも
表されているように思います。
　このような非常に多くの出願が行われますから，現
在，審査そのものは出願から 2年かかっているという
状況です。加えてこの審査を行う商標局の審査官が日
本の審判に該当する不使用の審理も行います。不使用
の審理は 1年間に 7千件以上の請求件数があります。
その審理そのものには 18ヶ月から 2年ぐらいかかっ
ているという状況です。加えて，異議の申立の審査も
商標局の審査官が行います。これも合議体で行うとい
うこともあって，3年から 4年を要している。その件
数も 1年間に 1万 5千件をゆうに凌いでいるという状
況です。
　商標に関する 2つめの官庁は商標評審委員会です。
この評審委員会は日本の審判官に該当する方が 65名
所属する役所です。不使用の審査や異議申立の決定に
対する審判や，拒絶の査定に対する審判の請求も合議
体で行う，こういったものが商標評審委員会です。そ
の不服の案件は 1年間に 1万 4千件以上あります。そ
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れが 65名の審判官，それも単独の審理ではなく合議
体で行うということもあり，この評審委員会の審理結
果が出るのは 4年から 5年かかるという状況です。以
上が中国の主務官庁の現状です。
1 − 2．中国の馳名商標制度

　次に，これは松本先生のご説明でも出ますけれども，
中国における特殊な制度，馳名商標の認定制度につい
て簡単にご説明をいたします。
　まず中国における著名商標と馳名商標というのは同
じかどうかということですが，違います。中国の馳名
商標とは，中国全土において関係する公衆に広く認知
されている，高い名声を有する商標と定義されていま
す。認定する機関は国家工商行政管理総局の中の商標
局と商標評審委員会，それから下部に地方の工商行政
管理局があります。それに加えて，人民法院，即ち裁
判所が認定をするということで，4つの部門が馳名商
標の認定を行います。
　一方，皆さんが中国に旅行されると，著名商標とい
う表現をよく見られると思います。上海にお出掛けに
なると，高速道路の橋脚のところ，バスの側面などに
著名商標の認定を受けているブランドが広告を行って
います。これが中国の著名商標であって，中国で言う
著名商標は特定の地方において広く認知されている商
標と規定されています。
　したがって松本先生のご講演の中で馳名商標という
ふうにご説明になるのは，中国全土において非常によ
く知られている高い名声を有する商標である，著名商
標というのは一定の地方において有名であるという商
標だというご理解をいただきたいと思います。
　この中国の馳名商標制度は 2つの変遷を経てきてい
ます。1996年 8月 14日に施行になった馳名商標の認
定と管理の暫定規定，これは市場における高い名声を
有していること，関係する公衆によく知られているこ
と，加えて登録商標であること，この 3つの要件を充
足すると，その商標そのものが有名ですという認定を
商標局が行っていたわけです。中国企業の商標ばかり
293件が認定されたわけです。
　これに対して海外の大きなメーカーは，なぜわが社
の商標が馳名商標として認定されないのかと主務官庁
に強く折衝し，結果として主務官庁は 2つの省におい
て係争事件になった場合については重点保護商標登録
という制度を 1999年に設けました。重点保護商標の
中では日本企業の商標も登録を受けたケースが 40件

余りあるわけですけれども，残念ながら以前の 96年
から施行になっていた馳名商標の暫定規定の中では，
海外の企業の商標は 1件も馳名の認定を受けるという
ことがなかったわけです。
　こういうことを慮って，2001年 12月 1日に，大き
な第二次の制度改正が行われ，改正商標法が施行され，
この中で馳名商標の保護規定というものが置かれまし
た。それを受けて 2003年 6月 1日に，馳名商標の認
定保護規定が施行になっています。
　従来はこの商標が有名であるという自主的な保護を
認めるという形であったのが，3つの官庁，それから
1つの人民法院，即ち裁判所が認定をする具体的な案
件の中で個別に認定をする，そういう受動的な保護体
制が構築されて現在に至っているという状況です。
　認定の状況というのは松本先生から具体的にご説明
いただくと思いますけれども，日本企業で馳名商標の
認定を受けたのはまだ 6件だけしかありません。その
6件の中にダイキン工業の商標が含まれているという
状況です。そんなことも皆さんの念頭においていただ
きながら，松本先生のお話を聞いていただきたいと思
います。
　前置きが長くなりましたけれども，松本先生，よろ
しくお願いいたします。

２．中国における馳名商標取得までの闘い（ダイ
キン工業株式会社の事例）

【松本】ただいま紹介いただきました，ダイキン工業
の法務・知的財産部の松本と申します。
　このたびは弁理士の日の記念講演という大変光栄な
場に呼んでいただきまして，非常に感謝しております。
世話役の松下電器の寺内先生，ミズノの仲谷先生，そ
れから日本弁理士会近畿支部の事務局の皆様方に心よ
り感謝を申し上げます。それから，本日このお暑い中，
土曜日のお休みの中をたくさんの方に集まっていただ
いて非常に嬉しく思っております。皆様のお役に立て
ることを少しでもお話しできたらと考えております。
　この分科会の題名が「グローバルに信頼され愛され
るブランドを育てる・守る」ということですが，私の
ご報告は，ブランドを守るというところにスポットを
当てまして，中国の模倣対策についてお話をさせてい
ただきたいと思います。
2 − 1．ダイキン工業株式会社の会社概要

　まずお話を進める前に，ダイキン工業株式会社とい
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うのはどういう会社であるのかをご説明させていただ
きます。関西ですとそれなりには知られているんです
が，ときどき仕事で東京へ行きますと，「ダイキンさ
んってエアコンを作ってたんですね」と言われること
もありまして，隣に座っておられる松下電器さんなん
かと比べると遙かに知名度も低いので，多少宣伝も兼
ねて紹介させていただきます。
　弊社は元の名前は，大阪金属工業という非常に固い
名前でした。大阪金属なので頭文字をとって「ダイキ
ン（大金）」と愛称のように呼ばれていたようですけ
れども，そのダイキンというのを使って，昭和 38年
に「ダイキン工業」という社名にいたしまして現在に
至っております。今，ご家庭で使われているエアコン
は全てフロン式のエアコンなのですが，そのフロン式
エアコンを日本で最初に生産開始した会社という背景
もございまして，今でもエアコンを中心にビジネスを
させていただいています。
　2006年度の売上高が連結で 9千億円少し，売上高
の構成は空調が 82％，あとはフロンガス，フッ素ゴ
ムや，デュポンさんのテフロンという登録商標で有名
なフライパンのフッ素コーティング等，フッ素化学関
係のものが 13％，その他もろもろが残り 5％を占めて
おります。
　売上の中心となっているエアコンですが，10年少
し前のデータを参考に書かせていただいています。当
時から業務用のエアコンは 29.9％のシェアで日本で
トップでしたけれども，家庭用エアコンが当時 6.7％
で 6位 7位争いをしている状態でした。それが 2005

年度は，業務用エアコンが 41.6％で 1位を維持してい
るだけでなく，家庭用エアコンも松下電器さんに続
いてシェア 17.3％の 2位で，1位争いをするレベルに
なってきております。皆さんあまりご存知ないんです
が，実は 2003年，2004年はルームエアコンのシェア
でも松下さんを抜いて弊社が念願のトップに立ったん
ですけれども，残念ながら松下電器さんがフィルタを
自動で掃除するお掃除ロボットというのを出されて，
ちょっと苦戦しております。今年も松下電器さんと弊
社で争っているようです。
　弊社がルームエアコンシェア 1位を目指すきっかけ
となったのが，この「うるるとさらら」という商品で
す。冬でも加湿できるエアコンで，潤いがあるのでう
るる，夏はサラッと除湿ということでさらら，という
ことで「うるるとさらら」という商品名で売っている

んですけれども，これもなかなか皆さんに覚えてもら
えなくて，よその会社の方と話をすると，「ダイキン
さんのエアコンはよく売れてるみたいですね，うらら
とくららでしたっけ」と言われたりすることもありま
す。若干説明をしますと，室外にある湿気を吸い込ん
で，室内に出すことで，給水せずに冬でも加湿できる
商品です。今のところ，こういうタイプの加湿ができ
るエアコンは弊社のエアコンだけとなっております。
　もう 1つ，弊社の知名度が上がってきたポイントが
「ぴちょんくん」です。「うるるとさらら」を売り出す
ときに，うちの営業の女性が反対する上司をくどき落
として使いだしたキャラクターです。
　次に，弊社の売上ですが，日本の世の中が「失われ
た 10年」とか「失われた 15年」と言われている中で，
13期連続の増益を達成中でして，おかげさまで利益
と売上とも右上がりになっております。内訳ですが，
国内市場はほとんど頭打ちなんですけれども，海外で
は，中国，欧州でどんどん売上を伸ばしています。去
年の海外事業比率は 51％で，海外で利益を上げてい
るという構造になっております。海外での生産拠点は
中国，欧州，アジアなどに工場を持っております。
　前置きが長くなりましたけれども，これからダイキ
ン工業の中国での模倣対策ということで，「中国馳名
商標を獲得するまで」という題名で，事例報告させて
いただきます。
2 − 2．事件のはじまり

　まず 2001年 6月，今から 6年ぐらい前になります
けれども，事件はここから始まったわけです。商標の
ウォッチというのはどこの会社さんもされていると思
いますけれども，あるときこういうマークがウォッチ
で引っ掛かってきました（図 1．左）。弊社のトレー
ドマーク，コーポレットブランドマークがこの三角の
マーク（図 2）なんですが，マークがちょっと似てい
て気持ち悪いというのと，それ以上に気持ち悪いと
思ったのが上海大金○○有限公司という社名でした。
弊社の子会社は上海大金空調有限公司という名前なん
ですけれども，会社名があたかもダイキングループの
ような名前をつけてきた。これはちょっと気持ち悪い
な，なんとか対応しないといけないなと思って検討を
進めているうちに，次にはもっとそっくりな商標が見
つかりました（図 1．右）。これも同じ上海大金○○
有限公司の出願で，三角形の上に DAJINと書かれて
います。弊社は，元の名前が「大阪金属工業」であっ
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たということもあって中国では「大金」と表記してい
るんですけれども，この大金というのを中国語読みす
ると「ダージン（DAJIN）」という読み方になります。
弊社の商標の上の DAIKINを DAJINに変えたマーク
がどうして中国の審査で通っているかと言うと，指定
商品が洗濯機とか非類似の商品だったからです。

　あれよあれよと言っている間に，同じ出願人から
60件を超えるバリエーションでたくさんの商標が出
てきました。マークがほぼ類似と呼んでもいいような
ものは指定商品が洗濯機やテレビという非類似の商品
で，台形っぽいこちらのマークに関しては，ドンズバ
の空調機で商標を出してきたり。こういうのがたくさ
ん出てきました。
　弊社ではこれに対して，全部異議申立をしました。
また，少し前に中国で SARS騒ぎが起こったときに，
その騒ぎに紛れて異議申立をし損なったものが数件ご
ざいまして，そういうものに対しては仕方がないので
無効審判をしました。無効審判と異議申立で全件潰そ
うという動きをかけていたんですけれども，これは，
それを進めているときに出てきた新聞記事です。「日
中企業の DAJIN商標に対する争い」「魚篭（びく）の
争い」と題されています。
　「魚篭の争い」というのは昔の中国の民話です。田
舎にあるたくさん魚がいる池に都会から知恵もお金も
ある人が乗り込んできて，根こそぎそこの魚を持って
帰ってしまいました。でも田舎の人はお金もないし知
恵もないし，どうしようもありませんでしたという話

で，知恵とお金がある都会人を悪者扱いする内容のも
のです。それになぞらえて，一生懸命商標を取ろうと
している中国の会社が，知恵もお金もある日本の企業
から攻められている，どうしたことか，というあたか
も弊社を悪者扱いするような内容でした。
　記事の内容よりも，こういうことが新聞に載ってし
まうことに我々は非常にショックを受けました。相手
方も相当こういうマスコミ関係に人脈がありそうだと
いうことが窺い知れる記事でした。
2 − 3．上海大金○○有限公司の商標使用事例

　これが相手方がビジネスを始めた頃の名刺です。
パッと見て違いがわからないんですが，上が弊社の営
業マンの名刺で，下が相手方の名刺です。この会社は
工場を持っていなくて，どこかに品物を作らせて，弊
社と似た商標を貼り付けて，それを売って儲けようと
いうビジネスをしています。OEMでエアコンを作っ
てくれるところを探しているときの名刺です。
　エアコンのビジネスをしようとしているのにこの名
刺にあるマーク（図 1．右）を使っていると，さすが
に弊社の商標権の侵害になりますので，これは何とか
叩けるぞということで，上海の工商行政管理局に根回
しを終えて，このマークをつけたエアコンが出してき
たらすぐにでも差し止めできるような体制を固めてい
たんですけれども，相手方が出してきたルームエアコ
ンに付けてきたのは台形のマーク（図 1．左）で，商
標の専門家に相談しても，これはちょっと類似と主張
するのは難しいと言われるものでした。類似と主張し
にくい商標をつけて，なおかつ相手方の登録商標を付
して商売をしてきましたので，せっかく我々が上海市
の工商行政管理局にいつでも動いてもらう準備を整え
ていたんですけれども，結局取り締まることはできま
せんでした。
　これは相手方のカタログ（図 3）ですが，背景が富
士山でいかにも日本に関係があるようなカタログでし
て，上には中国語で「ブランドは品質の源である」と
書いてあるんです。下には「イダイキンさガイチン」
と訳のわからない言葉が書いてあるんですが，日本っ
ぽかったら何でもいいという感じだと思います。こっ
ちは床置き型エアコンのカタログ（図 4）ですが，富
士山をバックに桜があって，非常に日本ぽい雰囲気を
出しています。ここには「非凡な品質，卓越したブラ
ンド」と書いてあります。

図 1　上海大金○○の商標

図 2　弊社登録商標
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2 − 4．「假冒（ジャーマオ）」と「倣冒（ファーマオ）」

　模倣に対抗するとき，マスコミの活用が重要だとよ
く言われます。しかし，実際にはマスコミの使い方は
非常に難しくて，とにかく真似されていると大騒ぎし
たらいいのかというと，そうではないです。日本では
この種のものは全部「模倣」という言葉で片付けられ
るんですが，中国では「ジャーマオ」と「ファーマオ」
という概念に分かれます。「ジャーマオ」というのは，
ブランド品そっくりのニセモノのように消費者を騙す
もの，それに対し「ファーマオ」は，参考にして似た
ものをつくったという位置付けになるようです。
　マスコミの活用で大事なのは世間をいかに味方につ
けるかなんですけれども，中国の世間は，「ジャーマ
オ」に対しては非常に厳しいです。何てものを作るん
だ，ということで味方になってくれるんですけれども，
「ファーマオ」の概念だと，似た商品を安く作ってく
れている会社という解釈をします。弊社の場合だと，
「ファーマオ」に当たるので，下手に大騒ぎすると，せっ
かく安くて同じような商品を作ってくれる会社に日本
の企業は何てことを言うんだと，逆に世間が相手方に
ついてしまうというリスクがあります。
　これは中国の家電量販店がほとんど購読しているよ
うな業界新聞です。ここで相手方を誹謗中傷するよう
な記事を書くと先にご説明したとおり世間の目が怖い
ので，「ダイキン」のマークはこれとこれですよ，皆
さん，よく見ておいてくださいねという内容に敢えて
留めています。
　こちらは商品の相場が書かれている雑誌ですが，相
手方のエアコンが 3,500元，日本円にして 5万円ぐら
いの値がついているんですけれども，同じ 14畳用ぐ
らいのエアコンで，シャープさんが 3,088元，松下さ
んは 2,758元，こともあろうに松下さん，シャープさ

んより高い値段で売ろうとしています。
　その夏，弊社は対応に悩んでいたんですけれども，
相手方のチョロッと尻尾を出したところがみつかりま
した。CEMCマークという認可を受けないとつけら
れないマークを無認可で付していることが報道されま
して，量販店がほとんど相手方のエアコンを取り扱わ
なくなって，この夏は大きな被害を受けることなく終
わりました。
2 − 5．日本に登記された「日本大金株式会社」

　これで終わったかなと思ったら，今度はまた中国の
新聞に「海外買収，外国進出への近道　2002年 8月 1

日，日本政府の関係部門の批准により，上海大金○○
有限公司が正式に日本大金株式会社を買収した。上海
大金○○有限公司のような非国営企業が日本企業を買
収したのは上海において初めてのことである。」とい
う，いつの間にか弊社が買収されたみたいな記事が書
かれました。
　当時，この日本大金株式会社が実在するのかがわか
らなかったんですが，あるとき香港の日本大金株式会
社有限公司という会社の，上海大金○○の社長が創作
者として入った中国への意匠出願が見つかりました。
日本の会社を買収したと書いてあったのが，実は香港
に登記した会社を買収しただけじゃないかと思ってい
たんですが，よくよく調べてみると日本にも日本大金
株式会社という会社がしっかり登記されていました。
ここの代表取締役が上海大金○○の社長と同じ人物
で，当社が調べる限り，ビジネスをしている様子のな
い会社でした。
　いろいろ調べてみると，中国の中にもたくさん弊社
の関係会社のような会社が相手方によって登記されて
いました。先程説明しました中国への意匠出願が見つ
かった香港の日本大金株式会社有限公司に対しても商
号を取り消そうと経産省と一緒に動いているんですけ
れども，なかなか難しいようです。
2 − 6．上海大金○○有限公司との戦い

　次の夏は相手方がどうするか。前の年は CEMCと
いう嘘のマークをつけていたお蔭で何とか事なきを得
ました。これで諦めてくれたらいいなと思っていたん
ですが，またまたカタログを出してきました。これを
見たときに，よし，やったぞと思ったんです。このエ
アコンがうちのエアコンそっくりなんです。商標は相
手方の登録商標を使われているからちょっとやそっと
では手を出せないけれども，意匠権で叩けるのではな

図 3 図 4
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いかと，これを見た瞬間は思ったんです。しかし，よ
くよく調べてみますと，下半分が「うるるとさらら」
のデザインで，上半分は弊社の安いほうのエアコン
のデザインという合体させたデザインになっていまし
て，ぬか喜びをしたけれども，結局意匠権でも権利行
使できませんでした。相手方はそれだけ考えていると
いうことになります。
　そのうち上海でこんなバスが走り出しました（図5）。
これを見た他社の方に「すごい勢いですね，ダイキン
さんの宣伝のバスが走り回ってますよ」と言われるこ
ともあったんですけれども，実は相手方の宣伝なんで
す。
　次がダイキンテレビです（図 6）。テレビでは弊
社は商標登録していませんので，上の DAIKINを
DAJINに変えただけの商標を使ってきています。

　相手方のドライヤーとかアイロンのパッケージには
「日本大金株式会社と技術提携します」と日本語で書
かれています。
　あるとき，消費者がダイキンのエアコンだと思って
買ったのに，よく調べるとダイキンのエアコンではな
くて，相手方のエアコンだったということで，上海市

の消費者権益保護委員会に訴えたのがテレビ報道され
ました。その中で相手方の社長が出てきまして，どん
な商標を出願しようが個人の自由でしょ，大金という
のは大きい金という意味で縁起のいい名前だから別に
ダイキンの真似をしたのではなくて縁起のいい名前を
使っただけです，登録商標を使っているのにどこに文
句があるんですかと主張していました。
　こういう相手に対して，弊社はどう戦いを挑んで
いったか。商標が似ているものは指定商品がテレビな
どの非類似ですし，指定商品が同一のエアコンなどは
商標が類似とは言いにくいもので，商標の同一や類似
という関係で潰すということが全然できない。とにか
く相手方の商標は簡単には潰せない代物でした。
　他に何か潰す根拠がないかと調べてみますと，商標
法 31条に「先に存在する他人の権利を侵害してはな
らない」「他人が先に使用している一定の影響力のあ
る商標を不正な手段で登録してはならない」41条に
「欺瞞的な手段，騙すようなことをしたり不正な手段
で登録を得たものは駄目」という規定がありました。
しかし，何れもあまり適用された事例がなくて，弊社
の事例でこういう条文を適用してもらえるかどうかと
いうのは誰に聞いてもなかなか判断がつかないところ
でした。
　となると，あと役に立つのは，馳名商標。中国全土
で有名な商標と認められれば，排除できる商標の範囲
を広く解釈してもらえる。馳名商標であれば相手方と
戦えるということで，何とか馳名商標を取れないか，
馳名商標でないと戦えないぞ，ということで，馳名商
標獲得に向けて活動をしました。
2 − 7．馳名商標取得への道

　この馳名商標認定の実情をご説明します。まず現行
法の施行前，中川先生からご説明がありましたけれど
も，外国企業は 1社たりとも認められていないもので
した。法律改正されて，現行商標法施行後も，商標法
実施条例の施行が遅れて認定作業が進まない。その
後，馳名商標の認定と保護に関する規定が出て初めて
新しい商標法下での馳名商標の認定実務が始まるので
すが，それまでは異議申立をしているだけで全然審理
は進めてもらえませんでした。
　商標法の馳名商標絡みの規定ですけれども，商標
法 14条，商標法実施条例 31条などに馳名商標の要件
などが書かれています。この新しい商標法のもとで
馳名商標がやっと外国企業にも認められるようになっ

図 5

図 6
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たんですけれども，認定の始まった 2004年の 1年間
に 131件が馳名商標として認められたのですが，この
131件のうち外国企業は 18件だけでした。コカ・コー
ラとかウォルト・ディズニー，マクドナルド，フェラー
リ，ジョンソン・アンド・ジョンソン，カルティエな
ど超有名企業，ビッグ企業ばかりです。外国企業は
18件ですが，日本企業はまだ 1社も出てきていない。
認定が始まったものの馳名商標を獲得するのは日本企
業にとっては非常にハードルの高いものでした。
　次の年の 2005年にやっと日本企業として日産自動
車さんと YKKさんが 6月に馳名商標として認められ
て，やっと日本にも間口が広げられました。「これは
追い風か，それとも？」と書いていますが，まだまだ
トヨタさんや松下電器さんという日本の超有名企業が
入っていない中で，ダイキンがこんなところに割って
入れるのかどうか。正直，こんなところに割って入れ
るとは思っていなかったんです。
　我々社員もびっくりしましたが，何と弊社が 2006

年 1月に念願の中国馳名商標を獲得しました。日経の
記者の方が「ダイキンさん，馳名商標取れましたね」
という電話をくれまして，本当か，と思いながら工商
行政管理総局のホームページを調べるとちゃんとダイ
キン（認定は，中国語の「大金」）とダイキンのマー
クが馳名商標として認められていました。日産さん，
YKKさんに続いて日本企業では 3社目の快挙で，こ
れをきっかけに異議も勝訴できました。
　ただ，異議で勝訴したと言いましたけれども，まだ
解決したわけではありません。これまで 56件に対す
る異議申立をしていますが，異議決定がされたのは
56件中 20件で今のところ 20連勝中です。ここから
続々，異議では勝っていくと思うんですけれども，相
手方はこの全部に対して商標評審委員会，日本で言う
審判部に不服申立をしていますので，この 20件とも
異議では勝ったものの未だに解決していません。もし
商標評審委員会で勝訴したとしても，多分審決取消訴
訟を起こされると思うので，まだ足の長い争いが残っ
ております。
2 − 8．馳名商標をなぜ取得できたか

　ここは皆さんが一番ご興味があるところだと思うん
ですけれども，ダイキンが錚々たる日本の超有名企業
を押しのけて 3番目に馳名商標を獲得できたのはなぜ
かということですけれども，まず，かなりロビー活動
をしました。こういうことで困っていますという陳情

のような形ではなくて，いろいろな場を作って，いろ
んな人を集めて，例えば商標の勉強会をしませんかと
いうような形で集まってもらって，ダイキンがブラン
ドをどのように守っているかという説明をしました。
中国の関係機関に対しては，ダイキンは消費者を大切
にしたいんです，何とか消費者を守りたいんですとい
うのを強くアピールしました。
　日本の関係機関に対しては，前例のないこんな巧妙
でひどい被害に遭っている，ダイキンはリーディング
ケースの被害企業なんですと，リーディングケースの
被害企業の責務として，これを真似た第 2，第 3の被
害企業を出したくないんです，何とかこれを決着した
いんです，協力してくれませんか，これはダイキンの
ためだけじゃないんですよ，というのを強く説明しま
していろいろ一緒に動いてもらいました。ただ，単に
一見さんが関係機関へ駆け込んでも，アドバイスはし
てくれても，なかなか一緒に動いたりしてくれるまで
にはならないと思います。それがなぜ上手くできたか
と言うと，私はずっと日本知的財産協会で副委員長な
どをやっていまして，関係機関の人たちと一緒に日中
長官会合のネタ作りをしたり，経産省，特許庁や文科
省，日本知的財産協会などが共同で組織する国際的財
産保護フォーラムの中でも，特実のグループ長をし
て，その中国訪問団で中国特許庁等に出す要望書のネ
タは，私が書いていたりしました。それはこの商標の
事件とは直接は関係ないのですが，そういう社外活動
でかなり人脈づくりができていました。結果としてそ
の辺りも役立ったのかなと思います。
　最後になりますが，中国の会社は馳名商標を取ると，
馳名商標を取ったということをコマーシャル的に使う
ことが多いんですけれども，中国の馳名商標の制度が
昔と今とで少し変わった背景として，馳名商標が商標
を守る制度というより単なる宣伝道具に使われている
という反省もありましたので，これをあまりやりすぎ
ると，ダイキンは消費者を守りたいとか言って，実は
営業に使いたかっただけなのかと言われても困るの
で，馳名商標を宣伝に使うというのは控えています。
　最後に中国語講座ではないですけれども，「辛苦了，
謝謝，再見」。謝謝，再見というのは皆さんご存知の
ありがとうございます，さようならという意味です。
辛苦了は，辛く苦しいことが終わりましたね，日本語
に訳しますと，お疲れ様でした，という意味です。ご
清聴ありがとうございました。
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2 − 9．質疑応答

【中川】松本先生，ありがとうございました。質疑応
答を一番最後というふうに冒頭に皆さんにお願いを申
し上げましたけれども，お話が非常に面白かったもの
ですから，今から質問を頂戴して，松本先生にお答え
いただくことにしたいと思います。面白かったとこ
ろ，ここをもう一度説明して欲しいというご要望も加
えて，ご質問がありましたらどうぞおっしゃってくだ
さい。どうぞ。
【質問者 A】△△と申します。かなり中国でいろいろ
対応されているんですけれども，費用的にはどれぐら
いの予算でやられているんでしょうか。
【松本】費用はそんなにかかっていないとはいえ，○
○万円ぐらいはかかっています。前例のないケースで
どうしたらいいかわからないということもありまし
て，あちこちの法律事務所，特許事務所に相談に行き
ました。現地では，またダイキンが別の事務所に相談
に行っているらしいと笑いものになるぐらいいろんな
ところに相談に行きました。大手の法律事務所に相談
に行きますと，1時間 2万円，3万円の弁護士がズラッ
と 5，6人並んだりするんです。1時間，2時間相談す
ると，掛け算をしたら結構な額になります。あとは基
本的にはこちらからの出張で対応したりしましたので
その費用も含めるとこれくらいの費用を要してしまっ
ています。
【質問者A】年間でですか。
【松本】いえいえ，この事件が始まってからのトータ
ルでです。
【質問者A】ありがとうございました。
【中川】費用ということについて申し上げますと，こ
の著名または馳名の認定というのは松本先生のお話に
あったように，中国では商標制度を円滑に運用すると
いう認定ではなくて，商売に実際使います。バスや吊
り広告，高速道路の橋脚等，至るところに著名商標の
認定を受けたということを書きながら，その商品を売
り込むというのがメーカーの中国の現状ではあると思
います。
　それに乗じて，著名，馳名の認定のお手伝いをしま
すという代理人が，金儲けのために 8百万円も 1千万
円も要求するという事件があったんです。それに対し
て工商行政管理局が通達を出して，代理人の手数料は
50万円ぐらいにしなさいと，そんな行政通達も出る
というのがちょうど 2000年にありました（2000年 4

月 28日に発表された商標局の「著名商標の申請，認
定における若干の問題に関する通知」）。
　次にご質問がありましたら，どうぞ。
【質問者 B】有益なお話をありがとうございました。
馳名商標を取るにあたってのいろいろなロビー活動の
中で，中国の官・学・マスコミへの働きがあったとい
うご説明をいただきましたけれども，特に学への働き
かけというのは具体的にどのようなものがあったので
しょうか。
【松本】学というのは，中国の学者で，日本でも知財
関係で有名な教授とか，知財行政に影響力の強い教授
とかがおられますよね。そういう人たちに対してダ
イキンの正当性を PRして味方になってもらう。具体
的にはその学者さんを直接訪問するわけではなくて，
我々がやったのはちょうど商標法が変わったタイミン
グを捉えまして，一緒に改正商標法の勉強会をしま
せんかということで，中国のマスコミとか行政関係の
人，学者などに声をかけました。大学の先生などにも
集まっていただいて，ホテルのちょっと広めの一室を
借りて，商標法でここがこう変わりましたね，こう変
わったので日本企業としては非常にありがたかったと
いうような議論をしたりとか，そういう活動を通じて
影響力のある大学教授のような人たちにもダイキンを
知ってもらうという活動をしました。
【質問者B】ありがとうございました。
【中川】ありがとうございます。では次は，松下電器
産業株式会社のブランドマネジメント室の弁理士，西
野先生にお願いしたいと思います。では，西野先生，
よろしくお願いいたします。

３．松下電器のブランド政策
【西野】松本さんの話が非常に面白かったので，ずっ
と聞いていたい気もするんですけれども。私も元々は
知財部門で商標管理を担当しておりまして，商標が本
来の仕事なんですけれども，ここ 4年ほどは実務から
離れておりますのでちょっと疎くなって浦島太郎状態
なところもあります。
　さて，私どもの「Panasonic」も中国で馳名商標の
登録になっております。化粧品の事件がございまし
て，「Panasonic松下」，「松下」は中国では「ソンシャ」
と呼ぶんですけれども，「Panasonic松下（ソンシャ）」
というものがあって，これが契機になって馳名商標登
録が取れました。



	 パテント 2008	 ‒	86	‒	 Vol.	61　No.	3

「グローバルに信頼され愛されるブランドを育てる・守る」

　先ほど，第 1部のところで少し話をしていたんです
けれども，ブランドを育てる・守るということに関し
て敷衍して話をしたいと思います。
　当社のブランド委員会を作ったときに，ブランドに
ついての 5つの考え方を整理しました。商標の教科書
には，商標には出所表示機能と品質保証機能と宣伝広
告機能があるということが書いてあります。我々の会
社の CIマニュアルも，1988年に出たものにはその 3

つが書いてありました。97年に出た CIマニュアルか
ら，会社の中でみんなで考えまして，それだけではな
いんじゃないかと，他に基本商標，あるいはブランド，
その当時から商標という言葉からブランドという言葉
に世の中がシフトしていった時期にもあたるんですけ
れども。ブランドにはほかにも役割があるのではない
かということで，まとめたのがこの 5つになります。
　1つめが責任で，出所表示，品質保証にも絡むだろ
うと思いますけれども，お客様に対して責任がある。
2つめがデザインに近いかもしれませんけれども，商
標は商品の顔，商標はモノ言わぬセールスマン，商標
はパスポートと言っているような話に近いのかなと思
います。3点目が，一番大切なお客様の信頼が商標，
ブランドにくっついているということですね。4点目
が重要な資産です。5点目が忘れがちですが忘れては
いけないのが社員の誇り，こういう要素があるのでは
ないかと，当時我々では考えておりまして，会社のブ
ランドについての考え方ということにしました。従業
員の持っている手帳にもこの 5つの考え方が，もっと
細かいこともいっぱい書いてありますけれども，これ
がブランドというものの考え方ですよというふうに整
理しております。
　たくさん書いてありますけれども，人によって資産
が大切だという人もおれば，顔が大切だという人もお
れば，やっぱり責任だという人もおります。いろいろ
説もありますし，思いもあるかと思いますけれども，
今，社内で議論していまして，一番大切なのは品質じゃ
ないかというふうに整理をしています。ブランドって
何かと言われますと，やはり品質ではないか。
3 − 1．ブランドで一番大切なものは何か

　我々の会社で一番重要な事件と言いますと，FF式
石油温風機事故というのがあります。いろんな反省を
踏まえて，社内でも徹底的に議論をいたしました。そ
して，品質というものをやはり一番重要視しないとい
けないと整理しています。そしてその品質というのも，

狭い意味での品質もあれば広い意味での品質があるん
ですけれども，動くか動かないかという技術的な品質
もあれば，お客様が本当に満足していただけるという
意味合いでの品質もある。両方ありまして，機能的な
品質から満足を与える品質までいろいろありますけれ
ども，全体的な意味合いでの品質というものを非常に
重要視しています。ブランドを育てるといっても，こ
の品質という側面を無視してはブランドは育てられな
いということで，その点を今，非常に重視して考えて
いこうと思っているところです。
　次に，ブランドを守るということで，先ほど松本さ
んからもお話がありまして，模倣品というのはブラン
ドが傷めつけられている最たるものでありますので，
守る活動というものが大切で，模倣品対策をしっかり
やることが企業の責務でもあるんですけれども，企業
の責務であるとはいえ，費用もかかるわけです。模倣
品対策をキチッとやっていこうとしても，なぜ今しな
ければいけないのか，もっとやらなければいけないこ
ともあって予算もないのに模倣品対策はやっていられ
ないじゃないかという声が出てくることもあります。
模造品対策がなぜ必要かというものをチャートにして
書いてあります。会社の存在価値のところから説き起
こして，お客様のために，事業の発展のために，中国
の会社との切磋琢磨のために，中国とは限りませんが，
現地の会社との切磋琢磨のためにというようなところ
を切り口にして，模倣品というものはよろしくないと
いうことを書きまして，よって模倣品対策をすること
は会社の責務でもあるという整理をしています。社内
を説得するために，多少知財部門でも予算を取ってお
りますし，営業部門でも予算を取っておりますし，工
場でも，現地でも取っておりますけれども，どうして
もそれだけでは足りないときも出てきます。そういう
ときに先ほどのブランドの 5つの考え方，さらにこう
いうことを考えて，やっぱりやろうと。お金も労力も
かかるけれども，模倣品対策をキチッとやっていこう
ということで整理をしております。
　冒頭に出したスライドに戻りますけれども，この 5

つの考え方というのはなかなか社内でも浸透しません
し，こういう講習会でお話ししても簡単にはご理解い
ただけないところはあるんですけれども，こういう
ことをしっかり考えて，そこから導き出して対応を
キチッとしていくということがどうしても必要かなと
思っております。以上です。
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3 − 2．ブランドの意味するところ

【中川】ありがとうございます。ここで 1つ皆さんに
確認ですけれども，ブランドとかブランディングとい
うのを最近よく耳にされると思います。このブランド
については，皆さんの認識と企業がブランディングす
るときに考えている認識とは違うのではないかという
気がするんです。そこらあたりを私のほうから少し整
理をさせていただきたいと思います。
　まず，現代的な意味でのブランドというのは何かと
いますと，商品とかサービスについている自社商品や
サービスを他社のものから区別するための目印，いわ
ゆる商標に限られず，「ジングル」と呼ばれる短い音楽，
コーポレートカラーと言われる色彩や店内の香りまで
含まれます。そのブランドを構成する要素は，基本的
にはマーク，シンボル，キャラクター，ジングル，色
彩，香りなどで，これらは五感を通じて脳に伝えられ
る識別記号であり，特定の商品やサービスを思い出す
一次連想として働きます。ところが，現在ではブラン
ド独自のスタイル，テーマ性やパーソナリティ，つま
りわれわれ消費者がそのブランドから感じることがで
きる雰囲気，コンセプトおよび人間的な特性を浸透さ
せようとし，それがブランドによって消費者のライフ
スタイル，価値観に影響を与えることになります。
ブランディングとは，価値ある新しいブランドを創造
してゆく経営プロセスのことで，自社の商品やサービ
スについて総合ブランドがもっていない優れた特徴を
作り出すための長期的なイメージ創造活動をいいま
す。これをブランド戦略とも言います。
　同じような商品，同じ品質の商品を皆さんに供給す
る，そこに使われている自社の商標を消費者に記憶し
てもらうだけがブランド戦略であるということでは
けっしてなくて，企業として製品そのものを日々改良
しながら，また企業の組織や生産のラインというもの
も改善しながら，企業のイメージの向上も企図してい
きます。
　ですから，ブランド戦略というのは商標権を取得し
て一定の商標をつけていくというそういう単純なもの
ではなくて，企業全体の全社的な組織作りとか製品作
り，そのアフターケア，また社員が皆さんのような消
費者にどういうふうにアピールするか，こういったも
のがブランド戦略と言えるかと思います。
　そういう点で，西野先生からご説明をいただいた，
社員を含めてブランドの発信をする，そしてブランド

を皆さんのほうに信頼の証として醸成していくという
のが，今のブランドの戦略ではないかと思うんです。
【西野】ちょっと追加して説明をさせていただきたい
と思います。
　ブランドマネジメントの世界でよく出てくる絵なん
ですが，タッチポイントとかコンタクトポイントと呼
ばれている絵です。まずブランドの核，コアになる部
分は，先ほど第 1部で村田さんが少しおっしゃってい
たのがその部分になるかと思いますが，その会社のコ
ア・コンピタンスとか訴えたいもの，そういう核の部
分をまず作ろう。その作ったものを従業員の皆さんに
社内ブランド推進，インナーコミュニケーションで
知っていただこう。その知っていただいた従業員の皆
さんが各々の職場で，広報やウェブ，宣伝など，皆さ
んが発信していただこう。そのことによって外部の社
外の皆さんにブランドを感じていただこう。それを最
終的にはブランドを評価して，価値が上がった下がっ
たとか，イメージが上がった下がったとか，金銭的な
資産価値が上がった下がったということを見ていこう
というのが，最近言われています一般的なブランドマ
ネジメントの全体像ということになります。
　誤解されやすいのが，ブランド戦略とかブランドの
積極的な価値向上というと，宣伝さえすればいいと，
宣伝が当たればブランドの価値向上が図れるという話
になることが多いことです。確かに宣伝というのは非
常に力が強くて，宣伝がヒットしたりすれば，売上が
一挙に上がったりもするんですけれども，カンフル剤
みたいなものですので，いつもいつもカンフル剤ばか
りを打っていると体力がつかない。宣伝だけではやは
り無理であって，すべての活動が重要であると整理を
しております。
3 − 3．企業ブランドとサブブランド

【中川】今の解説にありましたような，全社的なブラ
ンドに対する，また末端の消費者に対する信頼の醸成
ということがブランド戦略の核だろうと思うんです。
そういうところでけっして広告宣伝だけがブランド戦
略ではないと。そしてまた，松下としてやはり製品づ
くりというものに全社的に力を結集するというお話が
ありましたけれども，これも 1つのブランド戦略の基
本中の基本で，私個人としては非常に感銘を受けると
ころではありました。
　そこで私から 1点，西野先生に質問です。例えば
Panasonicという企業のブランド，それから VIERA
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という個々の商品に対するブランド，これの広告宣伝
やイメージの創造活動のやり方ということですけれど
も，例えば企業の顔になる Panasonicというブランド
を一般の取引者，末端の消費者に浸透させるための努
力の方向性と，VIERAという末端の消費者がまず指
名買いをするような広告宣伝の方向とは，具体的手段
としては違うんでしょうか。
【西野】当社の場合は，VIERAとか LUMIXのような
ビッグなネーミングのことをサブブランドと呼んで
います。サブブランド戦略ということで，サブブラ
ンドを強化することが最終的にはブランドを押し上げ
ることに繋がる。調子の良かった頃のソニーにはキ
ラ星のようなサブブランドがあった。VAIOしかり，
PlayStationしかり。非常に良かった。今もまた復活
してきてはいますけれども。ソニーのサブブランド戦
略はすごく良かった。それに比べると，我々のサブ
ブランドと言っていいかわかりませんが，ネーミン
グが少し弱くて，国内でしか使っていないとか，3年
ごとにどんどんネーミングが変わるとか，非常に問題
があった。そこを社内のマーケティング部のものが中
心となってサブブランドというものを作って，サブブ
ランドを強化することによって Panasonicを押し上げ
る，強化することに繋がる。そういうふうに基本的に
は理解をしております。
　ただ，サブブランドというのも，いつまでも使える
わけでもないということがあります。商品がまったく
新しいものに変わったときは，サブブランドも変わる
可能性があります。
　あと，コーポレートブランドとマーケティング上の
サブブランドの違いというものがやはりあるかなと。
コーポレートブランドというのは会社の企業姿勢とか
理念ということを中心に訴えていく。例えば地球環境
との共存であるとか，ユビキタスネットワーク社会の
実現とか，企業の良心の発露，そういったことを訴え
ていくのがコーポレートブランドの戦略です。
　一方のサブブランドの宣伝というのはやはり商品を
知っていただこうということで，例えば広告のテイス
トもすごく変えておりまして，サブブランドの宣伝の
場合は，小雪さんとか浜崎あゆみさんに出ていただき，
商品そのものを出して，ブランドの色もブラックで出
したりします。メインの商品やキャラクターの方を押
し出してやっています。それに比べると企業宣伝の場
合は，ブランドもブルーで，Panasonicブルーを強烈

に出して，ブランドそのものを知っていただこうとい
うことで分けています。そういうように，宣伝自体も
企業宣伝と商品宣伝では分けて行っております。
　3点目は，商品分野においても違いがあります。
VIERAや LUMIXという消費財の分野では，やはりサ
ブブランドというのは非常に有効な戦略になるんです
けれども，例えば半導体やモータという部品事業にな
りますと，やはりサブブランドよりはコーポレート
ブランドが中心になりますし，その場合はテレビ宣
伝，新聞広告宣伝をすれば良くなるというものでもあ
りませんので，もう少し地道な営業活動を通じた宣伝
活動というようなものになっていきます。例えば宣伝
といってもウェブのようなものをつくり，お客様との
間で 1対 1のウェブコミュニケーションを作って，例
えば NOKIAさんと Panasonicの間で 1対 1のウェブ
があって，それをテクノストーリーと社内では呼んで
いるんですけれども，共通の土俵でいろんな情報を
NOKIAさんにご提供するというようなやり方で対応
させていただいております。

４．質疑応答
【中川】ありがとうございます。それではあと 10分ぐ
らい時間がございますから，皆さんからお 2人の先生
にご質問があれば頂戴できればと思います。
【質問者C】お 2人にそれぞれ 1つずつお話を聞けた
らと思っております。
　まず松本先生にお聞かせいただきたいのは，先ほど
マスコミの活用というお話がありまして，日本の模倣
という概念と違いますよ，ジャーマオとファーマオが
あるというお話があったんですけれども，自分たち
だったらこれは完全にニセモノだと思えるものがどち
らにあたるかを，どのように判断されたんだろうかと。
【松本】ジャーマオがニセモノそのものというイメー
ジですので，そっくりのルイ・ヴィトンのバッグとか，
お酒のビンだけそのまま使って中は違うお酒が入って
いるものを転売していたり，消費者を騙す目的でやっ
ているものがジャーマオと呼ばれるものです。ファー
マオはそれ以外のちょっと真似た，形はそっくりでブ
ランド名だけがチョロッと違うもの，これも日本のイ
メージでいうと消費者を騙そうとしているように見え
るんですけれども，程度問題で，どこが境目になるか
というのは非常に難しい。基本的にはドンズバでパッ
と見て比べてもわからないのはジャーマオ。ちょっと
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参考にして安いものを作ったよというイメージになる
ものがファーマオに当たるのかなと思います。
　消費者を敵に回すというのは一番怖いところですの
で，安全サイド考えて，誰が見ても消費者を騙すもの
だというものでない限りマスコミを使って「あれはニ
セモノだ」というのはやらないほうが無難なのかなと
思っています。
【質問者C】ありがとうございます。
　西野先生，実は私も元々松下にいたんですが，今は
独立してコンサルをやっています。実際に松下ほど大
企業であればブランドマネジメントと言っても，今ぐ
らいのことがズバッとできるというのが正直なところ
ですが，私は今，もう少し規模の小さいところを見て
いて思うに，ブランドはそこそこできてきても，実際
にマネジメントをやるとなると，先ほどの考え方みた
いなことを決めようとよく言っているんです。とはい
うものの，実践で現場の社員さんに何かをやらせると
いう話になるとなかなか難しいと思うんです。実際の
行動に反映させることがなかなかできない。松下の中
で，ブランドマネジメントをする中で現場の社員さん
の意識を変えるというところで，何が一番ポイントだ
と思われているのか，それをブランドマネジメントを
されている立場でお話を聞けたらと思います。
【西野】大きな会社ですので，現場の皆さんが実際ど
のようにお考えなのかがわからないところもあります
けれども，やはりブランドを作っていくのはトップが
作っていくという面もありますけれども，従業員一人
一人が作っていくという面もあります。従業員が自分
のブランドを大好きになって，それを着て，そのブラ
ンドを羽織ってやっていきたいんだというような感じ
にならないといけないというところは当然あります。
従業員の心，従業員が Panasonicが好きだという思い
になっていただけるように，というところですね。そ
のために先ほど，エコバックをお見せしましたけれ
ども，ああいうものも今までの松下ならやってはいけ
ない，そんなものは作るなと言う人もずいぶんいたん
ですけれども，500円のコストをかけて勿体無いじゃ
ないかと言う人もいれば，グッズ類みたいなことはや
らなくて真面目にやりましょうという人もいれば，あ
のエコバッグ 1つ作るのもなかなか大変だったんです
が，それをやっていこうと。
　1つ風穴を開けると，ブランドマネジメント室も本
気なんだなということで従業員が見ている。その輪が

広がっていく，そういうところかなと思っています。
できるだけ私自身もいろんな人とお話をして重要性を
訴えていく，そういう地道な活動で，その人たちとお
話をしてまた仲間を作っていくという活動ですね。
【質問者C】マネジメントする側の立場の人が現場の
人たちとも話をする機会を作るというようなことです
ね。
【西野】そうですね。責任者，担当者を各工場にも設
置していますけれども，ブランドのプロフェッショナ
ルは，まだまだ少ないと思います。知財のプロフェッ
ショナルのほうが数としては多いです。キットも何も
かもを渡して，あなたは担当者だと任命したけれど，
その人が自分なりに考えて，自分なりに行動してやっ
ていかざるを得ないというところかなと思います。
　最近は外部のコンサルもたくさんあります。ブラン
ドコンサルもたくさんあるんですけれども，その方と
話して，その方の言うとおりにやって上手く行くもの
でもないなというのは，やってみて思いました。やは
り従業員が自発的に動けるようなものがないといかん
なと思っています。
【中川】ありがとうございました。最後に 1つだけご
質問を頂戴して，この分科会を終了したいと思います。
ご質問がございましたらお願いします。
【質問者D】非常に興味深い話をありがとうございま
した。私も知財でなくブランドを担当していますので，
ブランドマネジメントについて西野さんにお伺いした
いんですが。
　1部のお話でも先ほどのご質問の中でも，結構イン
ナーブランディングの部分で非常にいろいろ仕掛けを
されていることを伺ったんですが，この第 2部のタ
イトルがグローバルということになっています。大
企業だからできることの反面，大企業だからこそか
なり大変だったことがあると思います。ブランドを
Panasonicに統一するということに関しても多分，非
常に反発もあったのではないかと想像するんですが。
数々のインナーブランディングをグローバルに，海外，
アジア，欧米に対してはどのような具体的な対策を打
たれているのか，お聞きしたいと思います。
【西野】インナーブランディングも昨年始めたばかり
で，これからというところなんですけれども。まず，
去年ブランドのコンテストというものをやったんです
が，今年も継続してやっていきたいと思っています。
　我々のブランドマネジメント室では，海外部門経験
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いうものを徴収されているのかどうか，もし可能であ
ればどの程度かということがわかればありがたいんで
すが。
【松本】商標単独のライセンスという形で費用を徴収
するのではなく，技術指導料とかそのへんを全部含め
て，税金上の問題も考慮した上で，例えば総売上の何％
というふうに定めて回収しているはずです。
【西野】同じようなところです。
【中川】ありがとうございます。時間がまいりました
ので，第 2分科会をこれで終了させていただきます。
最後にご報告を頂戴しましたお 2人の講師の方に，皆
さんから盛大な拍手を頂戴したいと思います。（拍手）
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者を採用するようにしておりまして，その人間が海外
に出かけていって，現地で宣伝広告をやっている者と
コンタクトを取りながらやっていこうという，非常に
地道なところです。特効薬的なところは何もないので，
現地とコンタクトを取って，少しずつ，やっていこう
としています。
【質問者D】ありがとうございました。
【中川】もうおひとかた，挙手がございましたので，
ご質問をお伺いしたいと思います。
【質問者 E】1点お伺いしたいのは，ダイキンさんも
Panasonicさんも本社の商標権を中国の現地会社がラ
イセンシーとしてお使いになっていると思うんです
が，その場合，日本本社にはライセンシーの使用料と


